
 

 

平成 30 年 第８回 三朝町教育委員会 臨時会 日程 

と き：平成 30 年７月 10 日（火）午後１時 30 分 

ところ：三朝町役場 第４会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 前回議事録承認 

   芦田委員、中前委員   

 

３ 議事録署名委員指名 

    

 

４ 報告事項 

平成 30 年度教育関係費補正予算（平成 30 年７月）について 

第２次三朝町教育ビジョン策定審議会設置要綱の制定について 

三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について 

 

 

５ 議 事 

なし  

  

  

６ 協議事項 

東小学校ＰＴＡから提出された質問状への回答について 

 

 

 

 

 

 

７ その他 

 

 

 

８ 閉 会 

 

 

次回定例会：平成 30 年７月 26 日（木） 13：30 ～   



 

 

 

報告事項 

 

   平成 30 年度教育関係費補正予算（平成 30 年７月）について 

 

 次のとおり平成 30 年度教育関係補正予算を要求することについて、地方教育行政の組織

及び運営に関する法律（昭和 31 年法律第 162 号）第 29 条の規定により、本委員会の意見を

求める。 

 

  平成 30 年７月２日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

 

別紙のとおり 

 

 

 

≪参考≫ 

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律 

（教育委員会の意見聴取） 

第二十九条 地方公共団体の長は、歳入歳出予算のうち教育に関する事務に係る部分その他特に教育

に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案を作成する場合においては、教育委

員会の意見をきかなければならない。 
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報告事項

 

 第２次三朝町教育ビジョン策定審議会設置要綱について 

 

 第２次三朝町教育ビジョン策定審議会設置要綱を下記のとおり定めたいので、本委員会の

意見を求める。 

 

 

第２次三朝町教育ビジョン策定審議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 三朝町の次代を担う子どもの育成について、三朝町の教育における基本方針及び目指す

子ども像を明らかにする「三朝町教育ビジョン」の改訂に向けて、専門的見地から幅広い意見

を聴取し、その策定に資するため、第２次三朝町教育ビジョン策定審議会（以下「審議会」と

いう。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、教育長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

(１) 第２次三朝町教育ビジョンの策定に必要な調査・研究及び審議に関すること。 

(２) 前号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、５人以内の委員をもって組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育長が委嘱する。 

(１) 学識経験を有する者 

(２) 義務教育従事経験者 

(３) 幼児保育従事経験者 

(４) 前各号に掲げるもののほか、教育長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から第２次三朝町教育ビジョン策定終了日までとする。 

２ 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（座長及び副座長） 

第５条 審議会に、座長及び副座長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 座長は、審議会を総括し、会議の議長となる。 

３ 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、又は座長が欠けたときは、その職務を代理

する。 

（会議） 

第６条 審議会の会議は、座長が招集する。 

２ 審議会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取する

ことができる。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、教育総務課において処理する。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、座長が審議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この要綱は、平成30年 月 日から施行する。 
 



 

 

 

報告事項 

 

 三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について 

 

 三朝町立小学校統合準備委員会の委員委嘱について、三朝町立小学校統合準備委員会設置

要綱（平成 27年教育委員会告示第５号）第４条第２項の規定により、次のとおり委嘱するの

で報告します。 

 

 

 

委嘱する者（地域代表者） 

選出区分 前任者 後任者 

小鹿地域協議会会長 森 下 洋 一 朝 倉  聡 

高勢地域協議会会長 小 椋 伸 夫 田 栗 幸 人 

賀茂地域協議会会長 牧 田 幸一郎 山 﨑 一 彰 

 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町立小学校統合準備委員会設置要綱 

（任期） 

第４条 委員の任期は、統合の日までとする。 

２ 教育委員会は、特定の地位又はその職（以下「地位等」という。）にあるため委員となったものが、

当該地位等に該当しなくなったときは、委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を委員

として委嘱する。 

３ 教育委員会は、前項の規定によるもののほか、委員が欠けたときは、必要に応じて委員を補充す

るものとする。 



 

 

 

協議事項 

 

 東小学校ＰＴＡから提出された質問状への回答について 

 

 東小学校ＰＴＡからの質問状への回答について、本委員会の意見を求める。 

 

 

別紙のとおり 

 

 


